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第1条（本約款の適用） ～ 第7条（暗号資産の混合寄託及び（準）共有権） 

（省略） 

 

第8条（受託暗号資産の返還） 

1.受託暗号資産の一部又は全部が、出金、送付又は入金に必要な秘密鍵その他

の情報の漏洩、滅失、毀損、盗難等によりウォレット口座、トレード口座又

はウォレットから紛失した場合若しくは暗号資産の特性に鑑みこれに準ず

る事象が発生したと認められる場合には、お客様からの出金依頼に従い、当

該受託暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産又は金銭でお客様に返還する

ものとします。 

2. ～ 4.（省略） 

 

第9条（トレード口座への振替） ～ 第27条（準拠法及び裁判管轄） 

（省略） 

 

平成30年1月11日  制定 

平成30年3月7日   改定 

平成30年6月13日  改定 

平成30年10月1日  改定 

平成30年11月21日 改定 

平成30年12月19日 改定 

令和元年6月5日   改定 

令和元年7月10日  改定 

令和元年9月11日  改定 

令和2年4月29日   改定 

第1条（本約款の適用） ～ 第7条（暗号資産の混合寄託及び（準）共有権） 

（省略） 

 

第8条（受託暗号資産の返還） 

1.受託暗号資産の一部又は全部が、盗難等によりウォレット口座、トレード口 

座又はウォレットから紛失した場合には、お客様からの出金依頼に従い、当 

該受託暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産又は金銭でお客様に返還する

ものとします。 

 

 

2.～ 4.（省略） 

 

第9条（トレード口座への振替） ～ 第27条（準拠法及び裁判管轄） 

（省略） 

 

平成30年1月11日  制定 

平成30年3月7日   改定 

平成30年6月13日  改定 

平成30年10月1日  改定 

平成30年11月21日 改定 

平成30年12月19日 改定 

令和元年6月5日   改定 

令和元年7月10日  改定 

令和元年9月11日  改定 

令和2年4月29日   改定 
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令和2年6月10日   改定 

令和2年7月15日   改定 

令和3年4月28日   改定 

令和3年6月2日    改定 

令和3年11月24日  改定 

令和4年1月26日  改定 

令和4年3月30日  改定 

令和4年7月13日  改定 

 

令和2年6月10日   改定 

令和2年7月15日   改定 

令和3年4月28日   改定 

令和3年6月2日    改定 

令和3年11月24日  改定 

令和4年1月26日  改定 

令和4年3月30日  改定 

（追加） 

 


